
【再掲】男女共
同参画社会づく
り啓発事業

・　男女共同参画社会づくりの普及啓発活動のためのツールとして、啓発リーフレット
　 （すべての人が輝くために）を作成し、市町村、学校、各種団体等に配布
・　市町村の男女共同参画に関する計画・ 条例の策定（制定）を支援するため、技術
　 的な助言等を実施

人 権 ・ 男 女 共
同参画課
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学校教育の充実

男女共同参画社会に関する題材の授業への位置付け
　・　主に中学校公民的分野において、男女雇用機会均等法や男女共同参画社会
　　基本法について、法律制定の背景やその内容を学習
　・　高等学校において、長野県男女共同参画センターによる出前講座を活用
　　また、各教科でキャリア教育の視点を加えた指導を行うとともに、「ワーク・ライフ・
　　バランス」について自分の考えをまとめる学習を実施

教学指導課

学校人権教育研
修会

学校人権教育研修会
　・　学校における人権教育の目的、指導内容、指導方法について、また教職員の人権
　　感覚の向上を図るために、研修会を開催し、男女共同参画について説明

心の支援課
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